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３．社会保障制度 金、医療、子育て、介護、福祉等 の概要

1 社会保障制度の全体像

社会保障制度の概要

ン 社会保 制 社会保険 所得再 配機能 持 所得保 制

療 保健 ビ 福祉 ビ 高齢者 福祉 ビ 害者福祉

ビ 失業保険 労働市場政策 大 4 部門 い ～

中央政府 社会省(Socialdepartmentet Ministry of Health and Social Affairs 所

管 社会保 制 あ 社会省 法 政策案 準 国 算作成 行う 細

則 制定や実 行政 務 社会保険庁 Försäkringskassan Swedish Social Insurance

Agency 金庁 pensionsmundigheten Swedish Pensions Agency 保健福祉庁

Socialstyrelsen National Board of Health and Welfare 行 い 一方 雇

用省 Arbetsmarknadsdepartementet Ministry of Employment 管轄 い

う 社会保険制 い 中央政府 社会省及び あ 社

会保険庁 金庁 地方 出先機関 あ 地域社会保険 務所 制

運営 行 い 機関 垂直的 一 性 持 組織構造 持 社会保険

制 扱う範 所得保 制 あ

一方 い 現物給付 ビ あ う 療 保健 ビ

21 ン ン ン ン 機能 果 ュ ン あ

ン 含 自治体 担当 い ン ン 提供 療 ビ

い 税方式 現物給付 あ 日本 見 う 社会保険方式

現物支給 療保険 原則 存在 い

福祉 ビ 高齢者在宅介護 ビ 害者 ビ 社会扶 生活保

護 等 含 体的 ビ 提供 や 方法 内容 い 290 ュ

ン 裁 地域間 格差 あ 歯科 療 い 社

会保険型 療保険 活用 現物給付 行 い

失業保険 労働市場政策 い 通常 欧米先 諸国 社会保険制

ぶ場 失業保険制 含 議論 ン 社会保険 制

整理 い 失業保険 い 20 歳 者 一 的 支給 基

礎手当 任意参 所得比例給付 2 部 構成 い い 主

雇い主 保険料 担 わ い



- 33 -

表 デンの社会保障制度の組織体制

雇用省

Ministry of Employment

Arbetsmarknadsdepartementet

社会省

Ministry of Health and Social Affairs

Socialdepartementet

失業給付 基本手当

Unemployment:

Basic allowance

失業給付
付 的所得比例

Unemployment:
Optional income related

benefit

社会保険局

Social Insurance Division

疾病保険 労働災害保険 金

Sickness Insurance

Work Injury Insurance
Pension Insurance

老齢 金 遺族 金

Old-age and survivors’ pensions

公的 療 介護局

Division for Public Health

and Health care

歯科保険

Dental Care Insurance

家族 社会 ビ 局

Division for Families and

Social Services

両親給付 両親保険

Family Benefits

Parental Insurance

雇用 ビ

Swedish Employment

Service

Arbetsförmedlingen

失業保険協議会

Swedish Unemployment
Insurance Board

Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen

社会保険庁

Swedish Social

Insurance Agency

Försäkringskassan

金庁

Swedish Pensions
Agency

Pensionsmyndigheten

療福祉協議会

National Board of Health and Welfare

Socialstyrelsen

失業保険基金

Unemployment Insurance Funds

Swedish Social Insurance Inspectorate

Inspektionen för socialförsäkringen

ン ン オン

County Councils/Regions

Landsting/Regioner

ュ ン

Municipalities

Kommuner

資料 European Commission(2012)”MISSOC Multiple Information System on Social Protection

法的根拠

ン や ン う 社会保 関 総 的 法

存在 2011 1 社会保 法 Socialforskringsbalk 施行

31 社会保 関 法 一 統 概念 用語 整理 制 透

明 わ や 向 目的 各制 支給内容等 変更 い

社会保険 い 給付種 拠 法 異 金保険

及び 療保険 現金給付 い 1962 国民保険法 基 い

1998 施行 新 金 改定 い

療 保健 ビ 提供 い 1983 保健 療 ビ 法

規定 い

福祉 ビ い 社会 ビ 法 包括的 規定 い

社会保険料全般 い 社会保 拠出金法 び社会保 拠出金配 法 運用

方法等 い 規定 い
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社会保障支出の構造

ン 社会保 支出 見 表 あ 見 2009

ン 社会保 支出 総 9,936億 あ 目 GDP

約 32.2 相当

高齢者 対 支出 39.5 最 多い 特 現金給付 老齢

金 中心 い 窺わ い 多い 保健 療 対 支出

24.9 あ 大部 現金 外 給付 あ 療 ビ あ

家族 児童 支出 全体 10.0 大 い

表 デンの分野別社会保障支出の推移 ESSPROS基準

百万

構成比
保健医療

うち現金給付
うち現金給付以外

障害者
うち現金給付
うち現金給付以外

高齢者
うち現金給付
うち現金給付以外

遺族
うち現金給付
うち現金給付以外 － － － － － － －

家庭 児童
うち現金給付
うち現金給付以外

失業
うち現金給付
うち現金給付以外

宅
うち現金給付 － － － － － － －
うち現金給付以外

社会的排除
うち現金給付
うち現金給付以外

合計
対GDP比
うち現金給付
うち現金給付以外

参考 名目GDP

原資料 ン中央統計局 BCS ”Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt

utgifternas fi nansiering 2004-2009”

資料 厚生労働省 2010～2011海外情勢報告

ン 社会保 支出 状況 日本 比較 比較 能 最

新時 2007 あ 2007 社会保 支出 対Ｇ Ｐ比率 日本

18.3 ン 27.3 ン 方 8.6 ン 高い

現金給付 現物給付 現金給付 外 給付 現金給付
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日本 10.4 ン 12.7 現物給付 日本 8.1 ン

14.5 い ン 方 高い 特 現物給付 差 大 い

日本 ン 差 大 い 見 い 害者関連 日本

0.8 ン 5.0 挙 い 現金給付 現物給付

日本 ン 差 顕著 あ 差 家族 日本

0.8 ン 3.4 あ い 現金給付 現物給付

ン 方 顕著 高い 積極的労働市場政策 い

ン 方 顕著 高 い 老齢 療 い ン 方

高い 差 大 い 遺族 い 逆 日本 方 高 い
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表 日本と デンの分野別社会保障支出の対名目ＧＤＰ比率 2007

日本－
ン

1980 1990 2000 2007 1980 1990 2000 2007 2007

総額 3.024 4.088 6.931 8.787 7.713 8.552 9.084 8.983 0.196

総額 2.921 3.96 6.225 7.535 6.5 7.046 6.616 6.637 -0.898

金 2.92 3.96 6.217 7.494 6.156 6.907 6.607 6.454

早期退職給付 0.222 0.114 0.009 0.171

そ 他 0.001 0 0.008 0.041 0.121 0.025 0 0.013

総額 0.104 0.128 0.706 1.253 1.214 1.506 2.468 2.346 1.093

居宅介護 居 支援サ ビ 0.104 0.128 0.706 1.249 1.214 1.506 2.319 2.252

そ 他 現物給付 .. 0 0 0.004 .. .. 0.148 0.094

総額 総額 1.028 0.942 1.192 1.298 0.601 0.654 0.619 0.54 -0.758

総額 1.007 0.923 1.171 1.281 0.601 0.654 0.619 0.54 -0.741

金 0.987 0.903 1.148 1.259 0.601 0.654 0.619 0.511

そ 他 現金給付 0.02 0.02 0.023 0.022 .. .. .. 0.029

総額 0.021 0.019 0.021 0.017 -0.017

葬祭支出 0.021 0.019 0.021 0.017

そ 他 現物給付 0 0 0 0

総額 総額 0.647 0.583 0.744 0.791 4.809 5.541 5.123 5.023 4.232

総額 0.534 0.515 0.584 0.593 4.344 5.092 3.59 3.113 2.52

障害 金 0.218 0.266 0.325 0.351 1.807 1.922 1.847 1.964

労働災害 金 0.072 0.082 0.095 0.092 0 0 0.242 0.147

労働災害 離職 0.05 0.031 0.026 0.023 0.218 0.702 0.002 0.001

傷病手当 0.086 0.055 0.054 0.061 2.264 2.416 1.499 1.001

そ 他 現金給付 0.109 0.08 0.084 0.066 0.054 0.051 0 0

総額 0.113 0.068 0.161 0.198 0.466 0.449 1.533 1.909 1.711

施設 在宅介護 0.001 0 0.032 0.157 0 0 1.063 1.444

ハビ ション 0 0 0 0 0.466 0.434 0.176 0.147

そ 他 現物給付 0.112 0.068 0.129 0.041 0 0.015 0.293 0.318

総額 総額 4.512 4.508 5.933 6.302 8.259 7.408 6.251 6.577 0.275

現物給付 総額 4.512 4.508 5.933 6.302 8.259 7.408 6.251 6.577 0.275

総額 0.472 0.364 0.646 0.792 3.902 4.417 2.95 3.354 2.562

総額 0.227 0.168 0.252 0.431 1.707 2.098 1.491 1.494 1.063

家族手当 0.145 0.101 0.145 0.3 0.895 0.85 0.836 0.752

両親給付 出産育児 離職 0.08 0.067 0.107 0.131 0.641 1.089 0.538 0.674

そ 他 現金給付 0.001 0 0.001 0 0.17 0.158 0.116 0.068

総額 0.245 0.196 0.394 0.361 2.195 2.32 1.459 1.86 1.499

居宅介護サ ビ 0.245 0.196 0.298 0.327 1.597 2.022 1.347 1.733

そ 他 現物給付 .. .. 0.097 0.034 0.597 0.298 0.113 0.126

総額 総額 .. 0.327 0.283 0.163 .. 1.636 1.738 1.098 0.935

総額 .. 0.327 0.283 0.163 .. 1.636 1.738 1.098 0.935

公共職業安定機関 事務経費 .. 0.272 0.212 0.116 .. 0.235 0.241 0.227

訓練 .. 0.03 0.04 0.033 .. 0.528 0.656 0.178

異動やワ シ .. .. 0.025 0.021

就業促進 .. 0.02 0.029 0.011 .. 0.384 0.461 0.477

就業支援 ハビ .. 0.002 0.002 0.001 .. 0.377 0.24 0.179

直接的 雇用創出 .. 0.003 0.001 0 .. 0.105 0.068 0

タ ップ支援 .. .. .. 0.001 .. 0.008 0.047 0.016

総額 総額 0.497 0.322 0.611 0.309 0.368 0.863 1.377 0.666 0.357

総額 0.497 0.322 0.611 0.309 0.368 0.863 1.377 0.666 0.357

失業給付 0.497 0.322 0.611 0.309 0.368 0.783 1.319 0.666

労働市場 変化 早期離職 .. 0.079 0.058 0

総額 総額 1.084 0.644 0.618 0.471 0.471

現物給付 総額 1.084 0.644 0.618 0.471 0.471

総額 総額 0.219 0.146 0.195 0.263 0.427 0.516 0.674 0.592 0.329

総額 0.217 0.144 0.193 0.259 0.38 0.326 0.438 0.307 0.048

所得維持 0.194 0.123 0.17 0.239 0.169 0.326 0.42 0.285

そ 他 現金給付 0.023 0.021 0.023 0.019 0.212 0 0.018 0.022 0.003

総額 0.002 0.001 0.002 0.004 0.046 0.19 0.235 0.285 0.281

社会扶助 0 0 0.001 0.002 0 0 0.183 0.239

そ 他 現物給付 0.002 0.001 0.001 0.002 0.046 0.19 0.052 0.046

総額 総額 10.4 11.28 16.536 18.704 27.163 30.233 28.432 27.304 8.6

現金給付 総額 5.403 6.032 9.034 10.408 13.9 16.079 14.131 12.758 2.35

現物給付 総額 4.997 4.921 7.218 8.134 13.264 14.153 14.302 14.546 6.412

総額

現物給付

現金給付

老齢

現金給付

遺族

障 い関連

日本

現物給付

現金給付

現物給付

現金給付

現物給付

医療

家族

積極的労働

市場政策 現物給付

失業

現金給付

居

現物給付

そ 他 社

会政策分 現金給付

ン

資料 OECD.Stat Social Expenditure
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社会保障 源の概要

社会保 制 源 い あ

社会保険制 い 雇い主 保険料 担 中心 租税 入 原

資 国庫 担 部 含 一部 被保険者 保険料 担 あ

一方 療 保健 ビ 福祉 ビ い 各自治体自身 租税

入 わ 失業保険 い 主 雇い主 保険料 担

わ い

ン 社会扶 社会保険制 外 い い

様 各自治体 租税 入 源 あ

＜社会保障の現金給付におけ 課税 非課税＞

ン 社会保 給費 い 就労時 所得 基 現金給付 課税 居

基 現金給付 非課税 い 社会保険給付 現金給付 基本的

所得比例 設計 い 現金給付 大半 課税対象

ン 社会保険法 給付 居 給付 就労 給付 児

童手当 居 給付 非課税 疾病手当 就労時 所得 基

課税対象

両親手当 最 保証給付 居 給付 非課税 あ 一方

両親手当 中 所得比例保 就労 保 いう 課税対象

例え 老齢 金 例 挙 所得比例給付 92 最 保証給付 8

結果 国民全体 96 課税対象者 い

2 社会保障制度の理念と最近の動向

ン 社会保 制 理念 い 整理 体的

制 設計 背 福祉国家 い 整理 最近 大 制

改革 通 う 方向性 目指 い 中心 整理

福祉国家としての デンの特徴

福祉国家 ン 特徴 挙

1) 的 包括的 社会保 制 持

2) 完全雇用政策 完全雇用 維持 政府 任 持

3) 自由市場 私企業 産業 基礎 社会保 雇用 維持 環境保全

公共 供給 政府 積極的役割 果 混 経 社会 あ

4) 労使 組織 労使間 問 解決 労使 民主的交
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自主的民主的 決 多い

5) 民主的 汚職 ン 政治

う ン 国家 変 中 福祉政策 う 推移

1990 概 整理

1) 救 防 恩恵 権利 1950 前

2) 主義 主義 1950～1960

3) ノ ョン 総 化 時 1970～1980 中

4) 在宅福祉 権化 自己決定 択 視 時 1980 半～1990

デンの社会保障制度に 最近の変化

ン 社会保 制 関 1990 降 改革等 概観

1990 降 療 高齢者福祉 改革 1991 択 自由

掲 穏健党 中心 中 右派政権 成立 高齢者福祉 関

改革 実施 い

改革 概要

高齢者福祉 ビ 高齢者 療 ビ 総 化 療 福祉 誘

基礎自治体 権限 源 権化

入院 施設介護 在宅介護 看護 誘

療費 高齢福祉費 政的節減

療 い 民間部門 含 市場 機構 入 試

1994 再び社会民主党政権 市場 機構 傾 高齢者

連携 含 病床 効率的利用 療改革 積極的 時 公共 療

ビ 優先付 枠組 形成

2006 成立 ン 4 党連 中 右派政権 療制

私的供給 入 競 療 ビ 効率 向

う い 2010 総 挙 存 政策

大 改革 公的 金制 改革 あ ン 公的 金制 老

齢 金 1998 前 定 基礎 金 び所得比例 付 金 2 階建

制 体系 あ 社会経 及び人口 変化 対 柔軟性 強 個人

い 給付 拠出 関 強化 目的 金制 改革

1998 行わ
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改革 老齢 金制 所得比例 金保険 所得比例老齢 金 中

賦課方式 所得比例 金 積立方式 金 部 構成

一方 所得 無所得 所得比例老齢 金 い

一定水準 回 場 最 保 金 存在

1998 改革前 改革 制 い い 定 金 所得比例 金

構成 い 基本的 考え方 大 転換 あ 体的 改

革前 全 者 定 給付 基礎 金 行う 主軸 い 改革

所得比例老齢 金 主軸 最 保 水準 満 い少

数者 対 補足的 最 保 金 給付 い

流 学説 所得比例保 原則 オ 転換 評価

社会連 在 方 変容 意味 い う 転換 背

経 成長 失業 増 国家 政 悪化 移民 増 居 要

件 見直 あ

表 公的 金制度の新旧比較

制 新制

補足 金部分 付加 金部分

基礎 金部分

積立部分

最 保障部分

所得比例部分

3 社会保険制度

社会保険制度の範 と定義

ン 社会保険 Socialförsäkring 範 日本 異 金等

社会保険料 費用 う給付 児童手当 宅手当 一般 源 費用

わ 各種 手当 含 用い 社会扶 含 い 労災

保険 含 社会保険庁 支給 務 行わ い失業保険 含 い

一方 給付内容 い 所得保 中心 現金給付 中心 あ 日本

療保険や介護保険 う 主 ビ 費用 う 制 い

社会保険制 自営業者 含 基本的 職域 ン 居

全 民 適用 給付水準 所得制限 設 従前 金 一定水準

保 いう形態 多い

社会保険制度の支出

ン 社会保険制 最近時 支出 2009 4,810 億

先 見 社会保 制 全体 支出 9,936 億
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48.4 半 占 目 GDP あ 3 892 億

15.6

社会保険制 対象 家族 児童 経 的保 傷病 害

対 経 的保 高齢者 経 的保 大

A.家族 児童 経 的保

両親保険 妊娠手当 両親手当 一時的両親手当

児童手当

宅手当

害児介護手当

養育費補

遺児 金児童遺族手当

B.傷病 害 対 経 的保

傷病手当

活動補償金 傷病補償 金

害者所得補償金

ン 補 金

家族介護手当

自動車補

労災手当

C.高齢者 経 的保

老齢 金

老 給者 宅手当

金 給者特 宅手当

高齢者生計費補

遺族 金 生活転換 金 延長生活転換 金

支出 見 C.高齢者 対 経 的保 2,688 億 55.9 半数

占 最 大 い 内 見 老齢 金 2,395 億 支出

占

い B.傷病 害 対 経 的給付 1,410 億 29.3 い

内 傷病手当 950億 67.4 占

最 A.家族 児童 経 的保 702 億 14.6 い 内

見 両親保険 309億 44.1 児童手当 236億 33.6

多い 日本 対比 い A.家族 児童 経 的保 割 高い

特徴
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表 デンの社会保険制度収支 2009

百万

保険料 国庫 担 そ 他 計 構成比 給付費 事務費 計 構成比

＜家族 児童へ 経済的保障＞

両親保険
児童手当
宅手当

障害児介護手当
養育費補助
児童養育期間中 金権

＜傷病 障害 対 経済的保障＞

傷病手当
ン ン へ薬剤補助金
歯科医療給付
医療給付
障害者所得補償金
活動補償金
労災手当
自動車補助
介助者手当

＜高齢者 対 経済的保障＞

P基金
国庫
積立 金制度

遺族 金
宅費補助 P

高齢者生計費補助
そ 他 給付 支払

総計

老齢 金

給付名
収入 支出

考 原資料 最新 2012 値 入手 能 2010 降 金部 載

い い 金庁 離

原資料 ン社会保険庁”Socialforsakringen I siffror 2010”

資料 厚生労働省 2010～2011海外情勢報告
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社会保険制度の収入面

社会保険制 入面 見 総 6,349 億 先 見

支出総 4,810 億 大幅 回 い 入 支出 大 回 い

老齢 金 部 あ 超 入 積立金 Ｐ基金 回 い 考え

各種 給付 源 見 多 国庫 担 わ い

金 い 社会保険制 源 雇用主 保険料 担

3,957 億 入全体 62.3 占 最 多い 保険料 入 社会保

険制 総支出 82.3 相当 業規模 大 老齢 金 遺族 金 傷

病手当 両親手当 い 保険料 入 主 入源 い

入面 老齢 金 積立金 あ Ｐ基金 運用 入 大部 占

1,423 億 22.4 い 国庫 担 970 億

入全体 15.3 い

最近 老齢 金 関 源 一部 被保険者 被用者 保険料 担

う う

社会保険制度の保険料率

社会保険制 保険料率 計 2011 被保険者 被用者 老齢 金

7.0 あ 使用者 31.42 自営業者 28.97 い 使用者 自営

業者 拠出 労働市場保険料 一般 金税 含 い 一般 金税 い

特定 社会保険給付 結び い い 一部 料率 修 拠出 入

計 大 変化 い役割 料率 変化 社

会保険制 保険料率 水準 い 想定 い いう

公費 わ 給付 え 水準 決定 い 見

保険料率 推移 い 遺族 金保険料 老齢 金保険料 両親保険料 労

働災害保険料 い 1989 来 率 あ 中 疾病保険料率 近

い 背 給防 給付水準引 あ

表 デンの社会保険料率 使用者 被用者 自営業者別 ％

使用者 被用者 自営業者 使用者 被用者 自営業者
疾病保険料
遺族 金保険料
老齢 金保険料
両親保険料
労働災害保険料
労働市場保険料
小計
一般賃金税
合計

考 1 老齢 金保険料 い 自営業者 被保険者 7.0 え 17.21 担

考 2 使用者 企業 金 企業福祉 費用 担
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表 デンの社会保険料率の推移 ％

老齢 金保険料

遺族 金保険料

疾病保険料

雇用主

自営業者

両親保険料

労働災害保険料

労働市場保険料

雇用主

自営業者

一般賃金税

雇用主 保険料 合計

自営業者 合計

資料 ン社会保険庁”Socialförsäkringen I siffror 2012”

社会保険料 う 老齢 金保険料 社会保 基金 入 社会保

険料 直接国庫 入
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4 個別社会保障分野

医療

ン 税 主 源 公的 療機関 大部 療 直接提供

い 療機関 多 公立 あ 師 公務員 あ 療保 直接的

任 ン ン あ 病院 管理 算配 行う ン ン あ

国 療保 全体的 任 う 組 あ 権限移譲 国 権限 弱

い

1 医療費の規模

OECD Health Data 購買力 価 見 2009 1人あ 間総 療費

日本 2,979 あ 対 ン 3,538 日本 2 割程

大 い

表 1人あた 間総医療費 購買力 価

US$/人

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

日本 2,171.2 2,292.2 2,434.1 2,558.1 2,703.8 2,831.7 2,979.4

ン 2,710.9 2,832.3 2,845.0 3,069.0 3,286.3 3,486.0 3,538.6

資料 OECD."Health Data"

2009 GDP 対 総 療費 割 日本 9.5 ン

9.9 あ 経 規模 占 療費 大 規模 い

日本 療 政 占 公的 療保険 割 大 い 対

ン 租税 基 政府支出 わ 部 大 い

表 GDPに占め 総医療費の大きさ等 2009

単 ：％ $ 人

日本 ン

GDP 対 総医療費 割合 ％ 9.5 9.9

医療費 占め 公的支出 割合 ％ 80.2 81.6

医療費 占め 民間支出 割合 ％ 19.8 18.4

人当た 政府支出 人 256.1 2,888.5
人当た 社会保障基金支出 人 2,131.9 0

注 政府支出 2005 実質値 大

資料 OECD."Health Data"

ン 人口 高齢化等 要因 療費 増 い い

ン 1 人当 公的 療費 総 療費 対 GDP 比率 推移 見 1 人当

公的 療費 々増 2009 24,576 い 一方 総 療費

対 GDP比率 比較的 定 い 漸増傾向 あ 2009 9.9 い
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日本 比較 2003 2009 6 間 日本 1人あ 公的 療費 米

換算 37.8 増 対 ン 29.5 増 留 い

表 デンの１人あた 公的医療費と、総医療費に対す GDP比率の推移

人口 人当た 公的医療費 総医療費 対GDP比

％ロ 人

単 US /人

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

日本 人口1人当た 公的医療費 1,733.4 1,840.5 1,975.2 2,022.3 2,165.0 2,278.6 2,388.0

総医療費の対GDP比 8.0 8.0 8.2 8.2 8.2 8.6 9.5

デン 人口1人当た 公的医療費 2,230.3 2,318.4 2,318.0 2,502.6 2,681.1 2,844.8 2,888.5
総医療費の対GDP比 9.3 9.1 9.1 8.9 8.9 9.2 9.9

資料 OECD."Health Data" 菱 UFJ ン ン 作成

総 療費 占 公的部門 民間部門 割 定的 推移

2009 場 公的部門 81.6 民間部門 18.4 い 公的部

門 政制約 び 伴う 療費抑制策 近 わ あ 民間部

門 占 割 増 傾向 あ

表 デンの総医療費に占め 公的部門 民間部門の割合

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

日本 公的部門 79.8 80.3 81.1 79.1 80.1 80.5 80.2

民間部門 20.2 19.7 18.9 20.9 19.9 19.5 19.8

デン 公的部門 82.3 81.9 81.5 81.5 81.6 81.6 81.6
民間部門 17.7 18.1 18.5 18.5 18.4 18.4 18.4

資料 OECD."Health Data"
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2 医療供給体制

療保 制 現物給付 基 療 ビ 現金給付 基 傷病手当 疾病保

険 制 2 中心 構成 い 18

療 ビ 関わ 拠法 保健 療 ビ 法 Hälso-och sjukvärdslag

Health and Medical Service Act あ ン 国民

等 療 ビ い 権利 保 い 療 ビ 提供

ン ン 所掌 務 あ

ン ン 提供 療 ビ 主 税方式 わ い 国

民 疾病保険 入 義務 い 保険 手当 歯科治

療 一部 現金給付 傷病手当 あ 保険料 使用者側 課

被用者 保険料 担 い19

a. 中央政府の役割

ン 社会保 社会省 Socialdepartementet Ministry of Health

and Social Affairs 機能 限定的 あ 法 び法 療 保健

基本的 原則 定 療政策 目標 設定 ン 策定

主 役割 い 実 施策 運用 行政庁や ン

ン 担当 い 近 省 制定 細 規則 基準等 数 減少傾向 あ

政府 関心 ビ う 提供 い ビ 提供 結果や

業績 移 い

保健福祉庁 Socialstyrelsen National Board of Health and Welfare 社会省 行政

庁 あ 療 保健 社会福祉 監督機関 療機関や 職員 監視

役割 果 い 主 任務 提供 療 ビ 社会省 目指 目標

い 検証 評価 あ 様々 療 い 全国的 ン

作成 行 い ン 地方 保健 療計画 関 指

針 示 等 あ

. 地方政府の役割

ン い 療供給 主 任 い ン ン あ

ン ン 療 ビ 源配 行い 一 療 Primary Care 広域

圏病院 全国 6 高 専門 療地域 8 存在 専門 療

療 ビ 関 全 計画 任 い ン ン 病院 地

域 療 ン primary care center 療機関 所 運営 い 民間

運営 い 療機関 場 ン ン 民間部門 契約 基

18 ン 傷病手当 疾病 所得喪失 補填 いう性格 療制 一部 いう

所得保 制 関連 整理 多い
19 本報告書 P41 保険料率 担 表 参照



- 47 -

い 民間部門 特定 療 ビ 提供 い 通例 あ

近 要 改革 患者 誰 治療 う 自由 択 う

あ 患者 General Practitioner GP 地域 療 ン

病院 自由 自 意思 択 ン ン 療 ビ

担当 師 紹介無 自由 利用 能 患者 ン ン

療 ビ 利用 場 患者 民 録 行 い ン ン

療費 公的 担部 支払い 任 い

1982 保健 療 ビ 法 ュ ン 保健 療 ビ

担当 規定 い ュ ン 務 防的 療や健康管理 生活習

慣 関 等 中心 あ

c. 医師数 病床数

人口千人当 師数 日本 2.3人 あ 対 ン 3.99人

い 一方 人口千人当 病床数 日本 13.62 床 対 ン

2.73床 い

表 医師数 病床数

日本 ン

医師数 292,338 37,144
人口千人当た 医師数 2.3 3.99

歯科医師 100161 7875

人口千人当た 歯科医師数 0.79 0.85

病床数 1,730,215 25,566
人口千人当た 病床数 13.62 2.73

注 日本 全 2010 値 ン 師数 歯科 師数 2009 病床数 2010 値

資料 OECD."Health Data"

高齢者 福祉 療 統 化 目指 1990 改革

ン 病床数 近 大 減少 い 2000 2010 限 約 20 減

少 い 期間 日本 病床数 約 7 減

表 病床数の推移

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

日本 1,864,008 1,856,341 1,839,189 1,820,035 1,812,554 1,798,473 1,786,487 1,775,316 1,755,971 1,743,293 1,730,215
ン 31,765 29,122 27,925 27,332 27,088 26,478 26,223 26,196 25,862 25,653 25,566

資料 OECD."Health Data"

d. 医療機関

ン 税金 主 源 公的 療機関 大部 療 直接提供
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い 療機関 多 公立 公立病院 地域 療 ン あ 師 公務員

あ

ン 全国 約 80 公的 一般病院 あ 療機能 応 一 療

圏 療圏 3層 構成 明確 役割 担 あ 特徴

あ 全国 6 高 専門 療地域 割 各管 最 1 所 人口

90 万～ 190 万人 1 所 高 専門化 療 提供 広域圏病院

Regionsjukhus Regional Hospitals あ 科大学附属病院等 役割 担

い 各 ン ン 通常 1 所 人口 13 万～30 万人 1 所

中央病院 Lanssjukhus Central County Hospitals 地 病院

Lansdelssjukhus District County Hospitals あ

一 療圏 担う ュ ン 地域 療 ン primary

care center や開業 あ

e. 源および医療機関への支払い

療 ビ 主 税方式 ン ン 個人所得税 提供

一部 国 補 金 び患者 担 わ 組 い 総

療費 占 公的部門 割 2009 場 81.6 い

療 ビ 提供 中心的役割 果 ン ン 全国 算値 歳入 歳出構

成 本報告書 P17 示 2011 場 歳出 約 90 療関 費 一

療 15.5 専門的 療 48.3 精神 療 8.2 歯科 療 2.2% 薬品 9.3

い 対 歳入構成 地方税 個人所得税 67.9 占 一般補

金 17.2 料金 入 14.9 い 療 ビ 提供 大半 自主 源

わ い わ

ン 療機関 療 ビ う 購入 ン ン

決定 Purchaser-Provider 一般 開業 対 出来高 応

診療報酬払い fee-for-service 行 い 限 あ 主要 病院 対

出来高 診療報酬支払い fee-for-service 行 い 限 あ ン

ン 存在 診療報酬 型的 居 地 外 高 専門病院 治療

患者 診療行 対 診療 行 病院 患者居 地 ン ン

支払わ あ

対 ン ン 約半数 ン ン

病院や地域 療 ン primary care center 算 手術 種類や件数

患者数 実績数 測 基 い 配 総 算制 global budget方式 採

用 い

民間病院 自由診療 主 民間保険 適用 増 あ 割 極

い
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f. 患者 担

患者自己 担 水準 保健 療 ビ 法 い 設定 限 範 内

各 ン ン 裁 従 設定 外来 通院 1回当 定 初診

否 患者 齢 訪問先等 応 設定 2011 一 療 外来 場

間 限 1,100 範 内 1回当 100～200 い

20 歳未満 い 無料 あ 入院患者 自己 担 患者 齢 所得 入院日数

等 応 設定 い 限 1日当 80 あ

薬剤 い 最初 最大 1,100 支払い 1 間 処方状況 応

補 出 減 患者 自己 担 間 2,200 限 あ

表 デンにおけ 医療提供体制と 源

資料 Anders Anell, Anna H. Glenngård and Sherry Merkur(2012), “Health Systems in Transition – Sweden”

Fig3.6
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3 疾病に対す 経済的保障

労働者 疾病 所得 対 業主 疾病保険料 2011 場

支払い給 5.02 自営業者 場 5.11 拠出 公費等 源 所得保

現金給付 疾病手当 疾病保険料 拠出

い 被用者 担 い

．給付内容

労働者 疾病 場 1日目 待機日 無給 あ 2日目 14日目

雇用主 疾病給 降 社会保険 務所 疾病手当

手当 従前給 80 あ 321,000 2011

場 20 限 超え 得 い 限 手当 算

出

．条件

疾病手当 給 従来 期限 限 無 給 思わ 絶え

等 2008 7 給 1 経 社会保険 務所

就業能力 恒久的 減 断 活動補償金や傷病補償 金 支給対象

認 い限 給付 打 就業能力 減 い

職場復 能 見込 例外的 場 最大 550日間 支給延長 認

い 場 給付手当 75 減

就業 能 篤 疾病 抱え 人 対 支給要件 厳格化 適

用 対 批 高 症状 特 篤 者 い 支給延長期

間 終了 審査 支給 延長 場 あ

20 物価基礎 price base: 政府 物価動向 基 い 定 あ 金や各種 社会

保険手当 算定基準 用い 42,800 7.5倍
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介護 福祉 高齢者 ア 21

1 基本的枠組み

ン 社会福祉 大 個人 家族 対 ビ 高齢者 害

者 対 大

中 高齢者 害者 対 社会 ビ 法 保健 療法

及び 特定 機能的 害者 対 援 及び ビ 関 法 ＬＳＳ法 規定

基 高齢者 害者 対 福祉 ビ あ

2 費用

高齢者 ビ 費用 基本的 ュ ン 税 源 ビ 利用者 自己

担 わ 体的内容 ュ ン 異 2002 7 高齢者 害者

福祉 ビ 利用者 担限 保証制 入 ビ 利用者 担 全国一

限 設定 利用者 担 支払 利用者 手元 残

限 設定

◆利用者 担 限 2011

1,712 物価基準 48 12

◆最 所得保

4,832 単身者 物価基準 135.46 12

4,083 配偶者 い 者 物価基準 114.46 12

3 サ ビ 内容

ュ ン 提供義務 う高齢者 福祉 ビ 在宅 ビ 施設

ビ ュ 通 あ

◆在宅 ビ

ビ 訪問看護 ビ ョ 緊急

移 ビ

◆施設 ビ

社会 ビ 法 施設 高齢者 特 居 Sarskitboende 定義

高齢者 容 施設 いう 介護 特

高齢者 宅 考え方 立

21 介護 福祉 高齢者 い 厚生労働省 2010～2011 海外情勢報告
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老齢 金22

1)所得比例 金

a 基本的枠組み

現行 老齢 金制 中 所得比例 金保険 あ 所得比例老齢 金

inkomstgrundad alderspensio あ 賦課方式 所得比例 金 積立方式

金 部 構成 23 当 金 基本的枠組 通

管理運営 金庁 金 算定基礎 所得 関 務 国税庁所

管

保険者資格 ン国内 就労 償 働 者 被用者 あ

自営業者 あ 問わ い

給 61 歳 能 被保険者 給開始 由 延期

所得比例 金 金 給開始 齢 一 必要 い

金 方法 満

択 給開始 齢 遅 場 給

減 場 将来 金 増大

b 所得比例老齢 金及び保険料の算定基礎

所得比例老齢 金 保険料 算定基礎 い 通 あ

方式 確定拠出方式

金 給権 基礎 金算定基礎

被保険者 一 間 得 所得 基 限 物価基礎 2011

42,800 42.3 2011 18,104 限 所得基

礎 2011 52,100 7.5 倍 2011 390,750

あ

金算定基礎 認定 所得 育児 従 場

架空 所得 含

保険料率 17.21 固定 う 使用者 10.21 老齢 金保険料 被保険

者本人 7.0 国民 金保険料 担 育児中 認

架空 所得 保険料 国庫 担 金算定基礎

認定 限 超え 限 回 所得 対 (被保険者

本人 担 )国民 金保険料 課 い 使用者 自営業

者 担 老齢 金保険料 賦課対象 限 限 設

22 老齢 金 い 中 妙子 2012 老齢 金 1998 改革 意義 課 海外社会保 研究

Spring 2012; No.178 参考
23 本報告書 P38 表 参照
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い い 限 超え 所得 い 支払わ 保険料 一般国庫 入

給権 保険料 賦課 所得 16 所得比例 金 金権 2.5

金 金権 金権 獲得 齢 限 限 存在

生涯 所得 金 映

c 所得比例 金

所得比例 金 概要 通

概念 拠出立

所得比例 金 賦課方式 運営 被保険者 獲得 所得比例

金 金権 概念 個人 金口 積 立 積 立

金権 び 見 運用利回 計 金 算定基礎 金

権総

見 運用利回 所得 昇率 金 給開始前 死亡 被保険者

金権総 齢 保険者 配 相 益 管理運営費 考慮 決

定

給開始時 金

金権総 一定 数 算定 数 率 1.6 仮定 実質所

得 昇率 給開始時 当 給者層 均余 基 い 政府

決定

金権総 金権 支給算定 実質所得 昇率 基 所得

用い 2002 1 降 金 政 一定 危機的状

況 場 議会 決議 経 政府 金 率

や見 運用利回 引 う

d プ ア 金

金 概要 通

保険料率 う 2.5 相当 保険料 積立方式 金 投入

金庁 保険者 被保険者 金口 管理 被保険

者 積 立 資産 獲得 運用益 録

2)最低保障 金

a 受給要件

所得 無所得 所得比例 金 い 一定水準

回 者 対 最 保 金 存在 要件 通
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源 全 国庫 担

被保険者 ン国内 居 者全

給権 一定 被保険者期間 必要 原則 16 歳 64 歳

間 3 ン 居 要件 満 最 保

金 得 最 40 被保険者期間 必要 あ 40 満

い場 支給 割 的 減 被保険者 65 歳

給

b 支給額

支給 概要 通

満 最 保 金 基礎水準

単身者 物価基礎 2.13 倍 2011 91,164 7,597

既婚者 物価基礎 1.90 倍 2011 81,320 6,777

被保険者 所得比例老齢 金 給 単身者 物価基礎 1.26 倍 既

婚者 物価基礎 1.14 倍 回 基礎水準 所得比例老齢 金

給 差 最 保 金 支給

所得比例老齢 金 給 水準 超え 場 最 保 金 支給

増 48 減 い 金 総 増え 組

い 就労意欲 刺激 あ 所得比例老齢 金

給 物価基礎 単身者 場 3.07倍 既婚者 場 2.72倍 限
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家族 児童への経済的保障24

1)両親保険

育児期間中 経 的支援策 労働法制 育児休業制 び育児休業期間中

所得保 行う両親保険制 あ 両親保険 給付 妊娠手当 両親手当 一時的両

親手当

a.妊娠手当

女性 妊娠 就 い場 出産直前 2 う 最高 50日

間 両親手当 支給

b.両親手当 foraldrapennig

出生 養子縁組 育児休業 期間 い 金銭的 給付 主 概要

通 あ 従前 所得水準 給付 影響 女性 就労 ン ン

制 設計 い

)給付期間

育児休業 期間 い 計 480日間支給

父親 親 240日間 給権 う 60日間 いわゆ

父親 親間 給権 移転

子 ８歳又 学校 第 学 修了 給 能

)給付額

480 日間 う 390 日間 従前所得 80 相当 従前 最

保 日 180 支給

残 90日 い 関わ 一 日 180 支給

勤務時間 短縮 通常 勤務時間 1/4 1/2 3/4 7/8 勤務 場

3/4 1/2 1/4 1/8 支給 給 能

)その他

2008 男性 育児休業 得 目的 7 降 生 子 対

象 390 日 う 超え 両親 得 育

児休業日数 的 税還付 日当 最大 100 行う均

等 入

c. 一時的両親手当

24 家族 児童 経 的保 い 厚生労働省 2010～2011 海外情勢報告
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原則 12 歳未満 子 看護や通常 保護者 病気 あ 場 休業期間 い

人当 60日間 支給 子 病気 場 60日間 両親手当

支給

父親 い 出産前 付 添い 休業 い 10 日間 一時的両親手

当 給 認 い

2) 児童手当

児童手当 基礎 児童手当 延長児童手当 付 的児童手当 多子 算

a 基礎 児童手当

基本的 国内 居 16 歳未満 子 持 親 子 人当 1,050

給

b 延長児童手当

子 16歳 義務教育相当 学校 通 い 間 最長 18歳 支給

c 付加的児童手当 多子加算

複数 子 持 親 対 人数 基礎手当 え 人数 増え 多子

算 第 子 150 第 子 454 第 子 1,010 第 5 子 降

1,250 行わ 多子 算 2010 7 増 実施



- 57 -

積極的労働市場政策25

積極的労働市場政策 い 概説 積極的労働市場政策 源

い 社会保険料 雇用主 支払給 2.91 自営業者 0.37 2011 場

あ 被雇用者 担 い 国庫 担 源 え 雇用省 労働市場庁

運営 い 中央政府 2012 労働市場･勤労生

活 関連 算 705億 あ 26

1) デン型雇用保障とその経緯

a ワ プ ンシプ 就労原則

ン 社会保 政策 基礎 い 理念 ワ ン 就

労原則 Arbeitslinjen いう考え方 あ ン政府 2004 社会保

険調査委員会 設立 包括的 定義 行 い

就労 能 自 生計 立 社会 献 者 能性

え 全 人 自 就労能力 生 展

必要 あ 職や居 地 変え 就労 力 義務 あ

政府 現金 支払い 就労支援や教育 訓練 い 積極的 措置 優先

い

ワ ン 自 能力 生 就労 必要 応

社会 権利 意味 時 就労や能力 展 通 自活 義務

含 あ 社会保 雇用 在 方 組 わ 生活保 社会契約的 側面

表 い

理念 雇用 在 方 側面 政策 体化 積極的労働市

場政策 あ

b デン型雇用保障の形成経緯

ン 積極的労働市場政策 中心 雇用保 組 生産性

い企業 高い企業 労働力 移動 雇用保 実現 いう あ

ン いう ン労働組 総連 LO

人 ノ 構想 基 政策提案 体的 政策 体的

条件 3

) 労働組合運動の発想の転換

国 経 中 生 残 方法 労働者 一 職場

25 労働市場政策 い 藤 宗 2012 1990 降 労働市場政策 変化 現在課 海外社

会保 研究 Spring 2012; No.178 宮本太郎 2009 生活保 排 い社会 (岩波新書) 主

26 本報告書 P16 参照
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将来性 あ 職場 移 利益 考え う 大 転換

1951

) 労働移動を に進め 条件整備

戦 ン 職業訓練や職業紹介 任 持 国 機関 雇用庁

成立 1957 雇用庁 労働組 協力 労働移動 支援

役割 高

) 労働力移動を す賃金制度

戦前 職域 超え 一労働 一 金27 政策体系 作 雇用主 個

企業 利益 い 無関 職種 一 金 払わ

い 結果 生産性 利潤 あ い い企業 労働

嵩 対 生産性 高い企業 投資余力 競 力

高 能

生産性 い 職 失う労働者 積極的労働市場政策 特 職業訓

練 生産性 高い企業 移動 完全雇用 維持

参考 一労働 一 金 い

一般論 ン= 基 一労働 一 金制

雇用主 個 企業 利益 い 無関 職種 一 金

払わ い 結果 生産性 利潤 あ い い企業 労働

嵩 対 生産性 高い企業 投資余力 競 力 高

能 生産性 い企業 職 失う労働者 積極的労働市場政

策 特 職業訓練 生産性 高い企業 移動

一労働 一 金 業種 職能 金 あ 意味

経験 少 い 者 経験豊富 熟練者 金差 い い

実 技能 身 経験 必要 企業 技能 高

い熟練者 好 層 雇用 い 層 失業率 高い 要因 い

指摘 い

一労働 一 金 関 各界 見解 通 現地 ン ビュ

中 企業連盟 見解

一労働 一 金 企業 技能 高い熟練者 好 層 雇用

27 ン 一労働 一 金 原則 あ 期雇用 あ 無期雇用 あ

雇用 方 差 い ン い 規雇用 非 規雇用

概念 薄 相当 無期雇用 期雇用 あ 言わ い
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い 逆 言え 者 初任給 金 高 言う 当

連盟 者 初任給 引 主張 い

ン労働組 総連 LO 見解

一般 い人 経験 少 技能 高 い い 金 適用 い

ン 高い技術力 持 国 単純労働 市場 少 労働者 教育

高 求 者 失業率 高い理由 満 者 少 い あ

教育 問 ( ) い 考え い

専門職労働組 JUSEK 見解

一労働 一 金 い人 雇用 妨 者 高失業 い いう

考え方 意 い 現在 制 半 1 試験採用 認

能力 十 あ ビ 採用 側 者 雇用 躊躇

ン ン い 考え 一般的 中 企業 理解 い い 制

趣 理解 制 活用 採用 い い 現状 い

c 最近におけ 労働市場政策の推移

ン 1990 初頭 資産 崩壊 う金融危機 通 危機

時 起 経 成長 1991 3 連 成長 録 失業率 2.4

10% 急 昇 1994 実体経 再び成長 転 う

失業率 1997 転 い う 現状 映 労働市場政策支出

1990 初頭 大 昇 徐々 い

2000 支出水準 見 失業率 2 い 1980

い ン 失業率 い ン やオ ン 方

GDP比 労働市場政策 支出 大 い

積極的労働市場政策 内 見 2000 2010 労働訓練や

準 的教育 大 減少 い 金融危機 影響 顕著 あ 2009

2010 失業者 増大 対 準 的支援 雇用 成金 現場実

践 者向 的 者向 活動保 対応

う 労働市場政策 全体的 規模 及び特 職業訓練や教育 減少 要因

1990 降 政再建 中 支出 削減 え 労働市場政策 効果

疑問視 概 言え 効果 あ 2000

い 積極的労働市場政策 1990 比 大 効果 あ
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表 労働市場政策に対す 支出額の対ＧＤＰ比

出所 藤 宗 2012 1990 降 労働市場政策 変化 現在課 海外社会保 研究 Spring

2012; No.178
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表 デンの積極的労働市場政策の内訳 失業者とプ 参加者の合計に対

す 参加者の割合

出所 藤 宗 2012 1990 降 労働市場政策 変化 現在課 海外社会保 研究 Spring

2012; No.178

2)現在の積極的労働市場政策28

a 雇用 能力開発保障

2007 現在 中 保 政権 活動保 い 雇

用 能力開 保 前 改 段階 制 改組

背 高 失業率 わ 者 失業率 高 疾病保険手当 給

者 高 わ 非労働力人口 社会的 増 う対応

い 2006 国政 挙 あ

中 右派連 規制改革や失業保険改革 通 就労 ン ン 高

非労働力化 人々 積極的 労働市場 込 政策 主張

28 積極的労働市場政策 い 公的職業斡旋所 特 専門職や高 技能人材 求 企業

人材 育成 供給 い い い 多 満 聞 先 的

企業 積積極的労働市場政策 頼 企業独自 職業斡旋 ビ 設立 利用 傾向

あ 現値 ン ビュ 結果 本報告書 P79 参照
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ワ ン 中 義務 任 側面 協調 綻び始 い 雇用 社会保

ン 強化 長期失業者や疾病保険手当 給者 ョン え

税金 多 担 い 中間所得層 納得 得 政権獲得 成 い

雇用 能力開 保

失業者 適性 能力 把握 ン や 求職活動

CV 書 方 面接 方 提供

現場実践や職業訓練 雇用 成金 準 的支援 活用 就業能力

向

450 日 職 見 い場 3 移行 労働市場庁

契約 結 業者 団体 就労 行う 雇用 成金制 異

参 者 業者 団体 給 う 労働市場庁

活動手当

表 失業中の求職活動や労働市場プ

失業手当 受給開始

手当 源

日 日
日 ヶ

日 み 給付 あ ため 日 ヶ

失業手当
従前給与 対 比率

但 上限

％ ％ ％

求職活動

雇用 能力開発保障

雇用助成金つ 雇用

職業訓練

準備的支援

現場実践
ンタ ンシップ

起業支援

失業保険基金

フ

フ

フ

国庫 活動手当

雇用助成金を受けた
雇い主 給与

注：失業手当 受給開始 最初 日 求職活動を基本 職業訓練 を め 各種プロ ム 適宜参
加 日を超え 雇用 能力開発保障 活動保障 いうプロ ム 強制的 参加 点的 支援を受け こ

出所 藤 宗 2012 1990 降 労働市場政策 変化 現在課 海外社会保 研究 Spring

2012; No.178

b その他の積極的労働市場政策

) 職業訓練

期間 最長 6 実 均 3 LU 2011 2010 行わ 労働訓

練 内 労働者数 見 建設技術 製造業関連 機運転 運輸 8 割

占 調理や看護 介護 経理 あ 労働訓練 管理 労働市

場庁 あ 教育 実 提供 い 国営 人材開 派遣企
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業 や民間企業 自治体 成人高校 あ

) 現場実践 インタ ンシップ

実践的 就労経験 積 目的 入 先 民間企業 55 自治体

20 NPO や国 行政機関 あ 2010 ン 効果

極力抑え 職場 通常 業務 外 何 業務 行う

い

) 準備的支援

求職活動 行う 的 支援 必要 失業者 ン やオ ン

ョン 能力 適性 把握 支援 職業訓練 前提 知識 足

い 場 義務教育 高等教育 ン語教育 提供 疾病手当 給

者 対象 就労復 支援 含 い

) 起業支援

益性 性 あ 業計画 持 失業者 対象 起業

提供 最長 6 あい 活動手当 給付

) 雇用助成金付き雇用

長期失業者 雇う民間企業や公的機関 対 従業員 労働 給 社会保

険料 和 一部 国 担 金や 報酬 職能 業種 団体

協約 則 あ 条件

現在 中 保 政権 社会民主党政権時 あ 失業期間 長 や

失業者 齢 応 異 種類 成金 再 雇用 いう制 一

本化 い 1 失業 者 雇 企業や公的機関 対 失業期

間 長 最長 5 社会保険料 2 倍 あ 給付 社会保

険料 給 31.4 2011 あ 成 労働 全体 48

相当
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失業給付 消極的労働市場政策

ン 失業保険 社会省 管轄 い いう 制 公的社会保険

含 い 職能 業種 労働組 設置 全国 36 あ 失業保険基金 管理

運営 行い 新 設立 失業保険基金 併 労働市場庁 運営

管理監督 行 い 被雇用者 自営業者 支払う保険料 運営 使用

者 拠出 い

現在 保険料 え 政府資金 投入 い ン 失業保険

失業者 職 見 所得保 見 保険給付 源 給資

格 給付形態 給付水準等 通 あ

a 源

労働者 拠出 保険料及び国 補 金 給付 源 い 所得比例給付

い 被保険者 基金 異 保険料 納

現在 政府 基礎給付 含 失業保険給付全体 経費 9割 担 い

b 受給資格

失業保険給付 条件 満 必要 あ

) 日 時間 少 均 17時間 就労 能 あ

) 公的職業斡旋所 適 提供 求人 入

) 求職者 公的職業斡旋所 Employment Service 録

) 公的職業斡旋所 指 個人 再就職 ン individual back-to-work plan

作成

) 積極的 求職活動 行 い 見 い状況 あ

c 給付形態と給付水準

ン 失業保険 基礎給付 basic benefit 所得比例給付 income-related

benefit 形態 あ

基礎給付 20 歳 失業保険基金 未 入者 給付条件 満 い求職者

対象 支払わ 基礎給付 日当 320SEK あ 働 意

欲 あ 直近 12 ヶ 間就労 い 場 支給 日 320SEK 満 い

給付 支給 場 政府 水準 決定 い

所得比例給付 最初 200 日 所得 80 限 支給 降 70 限

18 歳 子 い 場 最大 450 日 延長 間 所得

70 支払わ 但 日当 支給 最大 680SEK 最 基礎給付

320SEK あ 子 い 支給期間 最大 300日 い
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所得比例給付 場 公的職業斡旋所 紹介 就職先や職業訓練 求職者

断 場 公的職業斡旋所 失業保険基金 報告 義務 あ 失業保険基金 断

理由 妥当性 い 断 当 求職者 所得比例給付 減 例え

初回 場 ８ 間 わ 支給 25 削減 断

理由 妥当 い 断 場 ８ 間 わ 支給 50 削減

い

ン 中 保 政権 給付 厳格化 行わ い
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傷病 障害に対す 経済的保障29

1)傷病手当 Sjukpennig

a 概要

労働者 傷病 2 日目 降最初 14 日間 い 雇用主 傷病給

Sjuklon 降 社会保険 務所 傷病手当

b 受給額

従前所得 80 321,000 超え 場 限

算出

c 受給期間

従来 給期間 限 2008 7 給開始 1 経 場

就業能力 減 い 職場復 能 見込 例外的 場 最大

550 日間延長 延長傷病手当 認 用 場 支給率 原

則 75

2)活動補償金 Aktivitetsersattning 傷病補償 金 Sjukersattning

a 概要

療的 理由 1 わ 就業能力 4 1 失 者 活動補償金

19～29歳 傷病補償 金 30～64歳 給 2003 1

害 金制 抜本改 伴う制 改 あ

b 受給額 受給期間

活動補償金 3 内 期給付 傷病補償 金 害 状況 応 無期 支給

長期 給者 就業 2009 1 降 3 検定 結果 就業能力

回復 社会保険 務所 断 場 傷病補償 金 一部 全部 給権 消

滅

3)労災手当 Arbetsskadeersattning

労働者 傷病 害 対 経 的保 類 業務 災害 就業能力

恒久的 減 場 活動補償金 傷病補償 金 乗 支給 従前所得 応

支給

29 傷病 害 対 経 的保 い 厚生労働省 2010～2011 海外情勢報告
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